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フランス ＊国立公文書館（５つの

センターに分かれてい

る） 
 ・歴史公文書館 

職員数 320人 
・現代公文書センター 
職員数 40人 

・海外文書センター 
職員数 45人 

・労働文書センター 
職員数 20人 

・国立マイクロフィル

ムセンター 
職員数約 10人 

＊所管省庁―文化通信

省・フランス公文書局 
   職員数 70人 

 

・ 文 化 遺 産 法

（ 2004 年 ）

（1979 年制定
の文書保存法を

そのまま編入。） 
・首相通達 
（2001年） 

・ フォンテーヌブロー現代

公文書センターのアーキ

ビストが各省庁に常駐し、

各省庁担当者を指導・助

言。 
・ 文書の収集・分類、評価・

選別、現代公文書センター

への輸送のための梱包及

び搬出までを各省庁で行

い、最終保存すべき文書の

みがすでに分類された状

態で現代公文書センター

へ到着、保存される。（外

務省、国防省、経済財政産

業省除く） 

・1986年、中間書庫制度廃止。
＊１ 

・現在、電子媒体による移管を

受け入れているが、ワードか

ＰＤＦの形でとりあえず保存

し 5 年後に最終的な保存の形
を検討する。 

・閲覧頻度の高い特定の文書を

選んでマイクロフィルム化を

行っている。 
・各省庁ＨＰを保存。紙媒体の

歴史的資料にハイライトでき

るものや時代性を反映する出

来事が発生した時点のＨＰを

選択。特定時点のサイト全体

を保存する。 
  

･文書保存法により30年ル
ールで公開。 

・他方、情報公開法（1978
年 7月法）が施行され、
公文書館保存文書もこ

れによって開示請求の

対象となっており、公開

期限前でも開示請求に

より、アクセスが可能。 

＊１ 担当者によれば、常駐アー

キビストの指導のもと、各府

省庁内で集中管理の試みが

されるとともに、2001 年首

相通達により、国立公文書館

の指導の下、各省庁ごとに中

間書庫を設置する試みもさ

れている（内務省、法務省で

設置予定）。 

ドイツ ・ 連邦公文書館本館

（コブレンツ） 
  職員数 240人 
・ 連邦公文書館ザンク

ト・アウグスチン中

間保管庫職員数 1１
人（2005年２月） 

・ 連邦公文書館ベルリ

ン中間保管庫職員数

1１人（2005年２月） 
・ 他に１６支部 
・ 所管省庁－連邦政府

文化・メディア特命

官事務所 
 
 

ドイツ連邦の公

文書の保存と利

用に関する法律

（1988年） 

・ 中間書庫に移された文書

に対して、国立公文書館本

館職員（アーキビスト）が

本館において永久保存す

べき文書か否かを評価・選

別（永久保存されるのは 10
～20%程度）。 

・ 中間書庫に移すことは、各

省庁にとっては義務（連邦

公文書保存・利用法）（た

だし、国防省、外務省は例

外。） 
・ 廃棄権限は各省庁にはな

く、国立公文書館にある。

・ボン近郊のザンクト・アウグ

スチンとベルリンにそれぞ

れ中間書庫が置かれる。 
中間書庫は、各省庁の書庫

の延長で、現在は、全ての公

文書が入ってくる（「各省庁

の長い腕の先」）。 
・ 中間書庫の職員（アーキビ

ストはいない。）は登録事

務に専念し、評価・選別は、

国立公文書館本館のアー

キビストが出張してきた

り、あるいは本館に持ち込

んだりして行う。 
・ 行政利用のための貸し出

しは最長１年。（要請があ

れば原則郵便で即刻送

付。） 

・ 移管は、原則行われていな

い。＊１ 

・ 紙文書を公文書館において、

デジタル化して保存・公開す

る試みは行われているが、内

閣閣議録など１%程度。 
・ウェッブサイトの収集は行っ

ていない。 
 

・連邦公文書保存利用法に

より３０年ルールで公

開。＊２ 

・自己情報については、請

求があれば、本人に対し

公開。 
 

＊１担当者によれば、本格的な電

子媒体による移管・保存が開

始されるのは 20～30 年後と

予測。 

＊２情報公開法は現在存在しな

い。 
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イギリス ・国立公文書館（キュー

本館）560人＊１ 
・ 所管省庁－憲法事項

省＊２ 

・公記録法（1958
年、1967 年改
正） 

・ 国立公文書館のレコード

マネジメント部門による

指導・助言、マニュアル作

成。 
・ 廃棄は国立公文書館の監

督下で各省庁が決定。 
・ 特に電子記録管理につい

て、各省庁をサポート（ア

ドバイス、ガイダンス集の

発行、ソフトウェアの評価

等）＊３ 

・なし ・各省庁における電子媒体によ

る保存をサポートしている。 
・ 紙文書を公文書館において、

デジタル化して保存・公開が

積極的に行われている。＊４ 
・ 主要な政府機関ウェッブ・ペ

ージを収集・保存・公開。 

・本年１月より情報自由法

（FOI）が施行され、国
立公文書館所蔵文書に

も適用。＊5 
・公記録法による３０年ル

ールがあったが、それよ

り前でも情報自由法に

基づく請求により開示

が可能となった。 
・自己情報については、請

求があれば、本人に対し

公開。 
 

＊１ 2003 年４月、歴史資料委

員会が統合された。 

＊２ 所管大臣は大法官 

＊３ 年次報告書(2003-2004)に

よれば、本年度の電子記録管

理の目標の一つとして、FOI

による請求に対して適切な

所在情報の把握が挙げられ

ている。 

＊４ 一部のデジタル化された

資料はネット上で有料で閲

覧に供されている。 

＊５ 担当者によれば、FOIが適

用されることに伴い、各省庁

が移管を躊躇する傾向が出

てきているとのこと。 

オーストラ

リア 
・キャンベラにある国立

公文書館本館以外にシ

ドニー分館など７つの

分館がある 
・職員数 461人 
・所管省庁－情報芸術省 

公文書館法 
（1983年） 

・ 国立公文書館は、各省庁が

記録を作成して管理する

ことを助ける基準とガイ

ドラインを作成している。

・ 国立公文書館は、各省庁の

管理下にあるすべての記

録に対して、完全に自由に

アクセスする権利がある。

・すべての文書を保存するとい

う意味の中間書庫はすでに

やめているが、国立公文書館

に永久保存するにふさわし

い文書の選別は、文書ファイ

ル作成後ただちに行われる。

永久保存が決まった文書は、

作成後２５年までに各省が

公文書館に移管する。 

・ 各省庁の電子媒体による文

書の移管を受け入れて、

XML に変換して保存してい
る。 

・ 電子媒体による文書を各省

庁において管理・保存するた

めに、アドバイスしている。 

・各省庁に管理権がある文

書は情報公開法の、国立

公文書館に管理権があ

る文書は公文書館法の

適用を受ける。公文書館

法に基づいて、30年以上
経った文書は、原則とし

て公開される。 
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日本 ・国立公文書館（42人）
＊１ 
･所管省庁－内閣府 
 
 

国立公文書館法

（1999年） 
・廃棄・移管は各省庁の判断に

よる。 
なし ・ ごく少数 CD－ROM 等での

移管を受け入れている。 
・ 紙文書を公文書館において、

デジタル化して保存・公開す

るシステムが平成 17 年度よ
り稼動。 

・ 政府機関ウェッブ・ページの

収集・保存･公開につき検討

中 

・情報公開法施行令 3条 3
号の規定に基づき、館利

用規則により 30 年ルー
ルが定まる。＊2 
・ 自己情報についての本

人開示の仕組みはな

い。 
 
 

・＊１他に、外務省に外交史料館、

宮内庁に書陵部が置かれて

いる。 

＊2 情報公開法は歴史的公文書等

を適用除外とする。 

アメリカ ＊国立公文書記録管理局

（ＮＡＲＡ）―独立の機

関。以下のような施設が

ある。 
・国立公文書館本館 
 職員数 2518人（全国） 
・国立公文書館新館 
・ワシントン・ナショナ

ル・レコードセンター

（これを含め全国に

15 のレコードセンタ
ーがある。） 

・大統領図書館（全国に

11箇所ある。） 
・リサーチセンター 
 
所管省庁－大統領府 

＊合衆国法律集

44 公共印刷物及
び公文書に関す

る法律(USC44） 
・国立公文書記録

管理局法(1984) 
・大統領記録法

(1978) 
・ 連 邦 記 録 法

(1950) 
・ 記 録 処 分 法

（1943) 

・ 法律に基づき、現用記録管

理について共通役務庁長

官とともに合衆国アーキ

ビスト（館長）が責任を負

い、指導を行っている。 
・ 記録の処分方法を定めた

レコードスケジュール作

成にあたっては、NARA職
員が指導し、最終的には合

衆国アーキビストが承認

する。 

・ワシントン・ナショナル・レ

コードセンターなど全国１５

ヶ所のレコードセンターにお

いて半現用記録等をその処分

が実行されるまでの間、一時

的に保存する中間保管庫業務

を行う。 
 

・現在、電子媒体による移管を

受け入れており、可能な限り

そのまま電子データの形で保

存するのを原則としている。 
・資料のマイクロ化はまずデジ

タルスキャン（撮影）を行い、

必要に応じてデジタルからマ

イクロフィルム化している。 
・大規模な電子公文書館（ERA）
プロジェクトが進行中。 

・ NARA法により原則 30
年ルールが定まる。 
・ 大統領命令により、国家

機密解除ルールが定まる。 
・ 公文書館保存文書に対

し て も 情 報 自 由 法

（FOIA）が適用される 

 

カナダ ・国立図書館公文書館本館 
 職 員数  1150 人

（2004 年の合併時に国
立図書館約 500人、国立
公文書館約 650人） 

・ガティノー資料保存セン

ター 
・レコードセンター（8箇
所） 

 
所管省庁―文化遺産省 

・ カナダ国立

公文書館法

1987年） 
・ カナダ国立

図書館公文

書館法（2004
年） 

・  

・ 連邦政府機関の管理する

記録及び各省の記録の廃

棄、または処分は、国立公

文書館長の許可なくして

行うことはできない。 
・ 政府機関に対し、記録管理

に関する基準や手続きに

関する助言を行う。 

・首都地域レコードセンター

（オタワ）など全国８ヶ所の

レコードセンターにおいて

半現用記録等をその処分が

実行されるまでの間、一時的

に保存する中間保管庫業務

を行う。 
 

・現在、電子媒体による移管を

受け入れている。 
・ 公文書館保存文書に対

しても情報アクセス法

が適用される。 
 

 

 



 


